
書式第 12号 (法第28条関係リ

令和 3年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 日本若手精神科医の会

1 事業の成果

令和 3年度 も、精神医学教育の推進のため、研修会・ワークショップを開催 した。今年 も慎重を期 して

地方交流会はオンラインのみ、最も大きなイベン トである JOIN Meetingは 新型コロナウイルス感染症

の対策を行いつつ、運営の中心となるスタンフのみ運営本部に集まり、参加者は日本・海外から共にオン

ライン参加 とした。精神医療の啓発活動として精神医療に関する海外の出版物の翻訳・出版や、インター

不ットを通 じた情報提供は引き続き継続 しているが、令和 4年度には、対面での活動を徐々に開始する

ことで、団体の再活性化を図 りたいと考えている。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【3,502】 千円)

事 業 報 告 用

定款に記載
された
事業名

事業内容 日H寺 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

精神医療 |こ 関す る

調査及び研究事業

J'POプリネッ kワ ークを通して国

内外の研究者と協力し、研究の立

案・遂行・公表を行う_

通 年

イン々~ネ

ッ |ヽ 上 .多
施設

1つ 躊

精神科匡及

び関心のあ

る市民な ど

下特定

多数 0

精神医療 |こ 関す る

調査及び研究事業

精神匡療 :こ 関する書籍の翻訳・出

版を行い.精神科関連機種や一般

市民に公開する_

出版社等 よ り翻訳の委嘱 を受 け

る.

通 年

イ´ターネ

ッ |ヽ 上 .多
施設

20名

精神科医及

び関心のあ

る市民な ど

下特定

多 数 0

精神医療 |二 関す る

普及啓発事業

各地域で′,交 流会.オンラインで

の集会.メ ー リングリス ト.SNS‐
の活動を通 じ.会 員同士や海外の

若手精神科区 との交流を促進す

通 年 ナ/ラ イ´ 50名

精神科医及

び関心のあ

る市民な ど

不特定

多数 3

精神医療 に関す る

普 及啓発事業

着手精神科Eの学術・臨床的発展
のための研修会を企画・運営 L^

その成果物を一般に公開する.

令和 1年
2月 24日 ヽ

2月 25日

オンライン 40名

苦手精神科

医を含めた

医療 普.関
連 す る 臓

種、市民な

多数 2.615

精神E疲 に関す る

普及啓発事業

国内外の学会において、調査・成

果物を公開すると共に、精神医療

|こ 関する普及啓発事業を目的 と十

ろ団体とのネントワ~々 を構築十

る

通 年

日ヽ精神神

経学会を含
小.複数回

多数

精神 ヽ関連

職 種お よび

関心のある

市民

多 数 0

精神匡察 .■ 間す る

よ友啓発事業

自殺予防を含む、精神保健 |こ 間十

ろ教育・啓発 'ロ グラムである

lヽHFA′ ,一 般市民や医療 従事者―
″,普 及を .ヽlIFヽ―Jと 協力 し

―(行
通 年 多施設 15名

精神 科関連

職 種お よび

間 .Lヽ のある

市民

多状 (:)

精神医療に開¬~6

杵■啓発事業

他団 (卜 と連携 し.精神医療の普及・

啓発.こ ヽめる. メ′夕
'ι

´ヽ ルス|二

関わる講演・講習め委嘱 を受 .す る

通 年 多施設 20名 不特定多数 多
''k

0



精沖l■ ■ |こ 円す ら

1青 Hl性 |“ ,t

fa"b.(,kお 二1(メ ー リン クノス

ト_.,t期的活動岬肯・宣伝.下 ―

_“ ~`ン
.こ お ;+る 活動報告や情報

茫信・ キ知をriう ,

〕□F 多施設 5名 下特定多数 多漱

精神|三 す .こ 出する

1占 報提 |■ It

・え吉精神医療や新型コロナウイル

ス感.t症
|二 関する情報提供.被り(

地 支援.支援者支援を行 う

通 年 多施設 10名 不特定多数 多数 ()

精神卜黛 |こ 間する

情報提供ヽt
T“ l .「OIヽ lヽeeting報 告ξ′)出

版
呵

口 I句 υ)多 施

設 .ウ ェア

サ イ |ヽ

多数

若手精神科

医を含めた

医療者 .関
連 す る 職

種、市民な

多 漱 88.1

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

載記
た
名

こ
れ
業

款
さ
事

定

事業内容 日時 場所
従事者
人 数

事業費
(千 円 )



決 算 報 告 書
(第 14期 )

特定非営利活動法人 日本着手精神科医の会
東京都中央区日本橋茅場町1-9-2

榊メセナフィールドアークス内 電話:03-5651-7105
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活動計算書
自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月 31日

会計簿、領収書等の資料を詳細に監査した結果、令和3年度NPO法人
日本若手精神科医の会の活動報告が厳正に行われたことを認めます。

(単位 :円 )

科 目 金 額1:軋

|

140.000

3,000

60,000 203.000

1,950.000

0

2,310.000

50,029

4,513.029

5.405.974

0

1.370,000

640,(X,0

0

0

300.000

29

50.000

333.411

1,493.300

4,000

151.599

2.400

1,049,400

360,000

0

0

107.926

0

3.502,036

1.903,938

3.502.036

0

28.308

0

26,122

252,360

1.556.5(X〕

7.150

0

600

32.678

220
1,903,938

▲ 892.945

▲ 892.945

1,381.438

488.493

A4+s atla 監事__玉虫_盗



貸借対照表
令和4年3月 3:日 現在

(単位 :円 )

科 目 `二ヽE 額

I資産の部

1.流動資産

現金及び預金

流動資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

前受金 2“

“
■広G彙

未 払 金 JO[V KHECP― ¨ 嗜腱 ■

預り金 ョ新暢

流動負債合計

負債合計

III正 味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

2,516,718

930,000

1,089,129

9,096

2,516,718

2.516,718

2,028,225

2.028,225

488,493

1.381.438

▲ 892,945

2,516,718



財務諸表の注配

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準 (平成22年 7月 20日 平成23年 11月 20日一部改正 NPO
法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算
書を活動計算書と呼んでいます。

2.事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位 :円 )

科  目 CADP事業費
JO【N Meeting

事業費

KHECP―R
事業費

R―CADP
事業費

臨床疫学WS
事業費

事業費計

(1)人件費

給料手当

人件費計

(2)その他経費

諸謝金

学会運営費

旅費交通費

通信費

交際費

会議費

印屈製本費

業務委託費

賃借料

消耗品費

支払手数料

雑費

その他経費計

合 計

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333,411

1,403,300

4,αЮ

151.500

0

0

1,040,400

300.000

0

0

:07,926

0

0

0

0

0

2,4∞

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333.411

1,400,300

4,000

151.500

2,400

0

1,α10,“Ю

360,000

0

0

107.020

0

3.400,030 2,400 3,:“〕2,000

3.400,030 2■00 3,502,030



令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和4年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

科目・摘要 金額

I資産の部

1.流動資産

現金及び預金

手元現金

普 通 預 金  みずほ銀行北沢支店

普 通 預 金  みずほ銀行新宿南口支店

流動資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

前受金

広 告 費   2nd JOIN Mooting

未払金

運 営 費   2nd J01N・ KHECP― R運営費

預り金   源泉所得税

流動負債合計

負債合計

正味財産合計

353,780

16,279

2,146,659

930,000

1,089,129

9,096

2,516,718

2,516,718

2,028,225

2,028,225

488,493



書式第 18号 (法第 28条関係 )

令和3年度年間役員名簿 〈前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事彙年度における報酬の有無を田載した名簿)

ヨ定菫撻:』塾憂墜墜墜:塁生_旦杢菫三精壺型塁の金

1 確認事項 (法第20条及び第21条 を確認の上、チェックを入れてください。)

Ci以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

Zヽ各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

事 業 報 告 用

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)
氏    名

1
理 事 監 事

アキ  モリオ

安藝 森央

令和3年4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

■1   月   日

2
監 事

イリキ  アキヒサ 令和3年4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日入末 晃久

3
監 事

シミス
゛
  イサオ

清水 勇雄

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

4
・監事

フクシマ  ヒロユキ 令和3年4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年 月 日福島 弘之

5
監 事

イマカ
・

ワ  ヒロシ 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日今川 弘

6
・監事

オオクマ  アヤコ 令和3年 6月 20日

令和4年 3月 31日

今=   月   日

■1   月    日大熊 彩子

7
・監事

カワキ・シ  リョウ 令和3年 6月 20日

令和4年 3月 31日

年

年

月   日

月   日河岸 嶺将

8

シミス
｀
  トシヒロ 令和3年 6月 20日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日清水 俊宏

9
理 事

ホリノウチ  トオル 令和3年 4月 1日

令和3年 3月 31日

年 月

月

日

日年堀之内 徹

10
監 事

オオヤ  ノソ
゛
ム 令和3年 4月 1日

令和3年 6月 20日 月年

年 月

日

日

大矢 希

/´｀
ヽ

の
鑑 事



書式第 18号 (法 第 28条関係 )

事 業 報 告 用

10
理 事

オオヤ  ノソ・ム
令和3年 6月 21日

大矢 希 令和4年 3月 31日

年
月

　

　

月
年

11
監 事

サタケ ユウト 令和3年 4月 1日

佐 竹 祐 人 令和3年 6月 20日

年   月    日

年   月   日



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

翌」ヒ菫 :墜営墜」量里L法人_旦杢童豊園璽」塁2全__

氏    名

1

′ゾムオ
1こ

´
ギ

2

アキ モリオ
安藝 森央

3

サタケ
佐竹

ユウト
佑人

4

シミズ
清水

イサオ
勇雄

5

フクシマ
福島

ヒロユキ
弘之

6

イリキ
入末

アキヒサ
晃久

7

イマガワ
今川

ヒロシ

弘

8

シミズ

清水

トシヒロ

俊宏

9

ホリノウチ
堀ノ内

トオル

徹

10

オオクマ アヤコ

大熊 彩子

11

カワギシ リョウ
河岸 嶺将


